別記様式第1号（第6条関係）
	表
	
	裏

	６㎝
	
	

	
第　　　　号
	９㎝
	１　本証は、住民実態調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。
２　本証は、関係人の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
３　本証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
４　本証を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちに返納し、再交付を受けなければならない。
５　調査員は、この調査上、知り得た秘密を漏らしてはならない。
６　調査員をやめたときは、直ちに本証を返納しなければならない。
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	住所　　　　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　　　　 
年　　月　　日生
上記の者は、住民基本台帳法第34条の規定による調査に従事する調査員である。
年　　月　　日
北見市長　　　　　　　　

	
	

	（裏は別記様式第１号・第２号とも同じ）



